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発

刊

の

こ

と

ば

紫
波
町
は
有
史
以
来
、
幾
多
の
変
遷
を
辿
っ
て
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
開
発
の
歴
史
は
き
わ
め

て
古
く
、
所
謂
古
代
社
会
に
お
い
て
は
北
上
川
を
中
心
に
、
陸
臭
地
方
開
拓
の
拠
点
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て

お
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
時
代
の
推
移
に
つ
れ
て
、
栄
枯
盛
衰
の
歴
史
が
繰
返
え
さ
れ
る
中
に
お
い
て

常
に
陸
奥
地
方
に
お
け
る
政
治
、
経
済
、
文
化
の
中
樞
的
役
割
を
果
し
て
き
た
こ
と
も
、
史
実
を
通
し
て
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
処
で
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
こ
れ
ら
の
古
い
時
代
か
ら
の
歴
史
を
裏
付
け
る
、
数
多
く
の
資
料
や
史
跡
が
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
こ
れ
ら
の
史
実
が
時
代
の
流
と
共
に
、
次
第
に
散
逸
し
た
り
埋
没
す
る
傾
向
が
甚
だ
し
く
な
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
こ
の
機
会
に
、
紫
波
町
の
歴
史
と
祖
先
の
遺
し
た
遺
産
を
明
確
に
し
、
長
く
こ
れ
を
後
世
に
伝
え
る
為

に
、
昭
和
三
十
五
年
紫
波
町
史
編
纂
事
業
を
計
画
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

以
来
編
纂
委
員
の
手
に
よ
っ
て
、
各
地
に
保
存
さ
れ
て
い
る
多
く
の
資
料
の
蒐
集
や
、
埋
れ
た
史
跡
の
発
掘
等
、

幅
広
い
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
更
に
そ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
綿
密
な
分
析
検
討
を
加
え
て
、
史
実
の
正
鵠
を
期
す

る
為
の
努
力
を
か
さ
ね
、
今
回
町
史
第
一
巻
の
発
刊
を
み
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

本
書
は
古
代
に
お
け
る
い
紫
波
地
域
を
中
心
と
し
た
陸
奥
地
方
に
お
け
る
政
治
ヽ

産
業
ヽ

文
化
の
発
生
と
そ
の
背
　
ｊ



景
、
モ

の
後
の
推
移
め
過
程
を
解
明
し
、
我
々
の
祖
先
が
遠
い
昔
の
時
代
か
ら
こ
の
地
に
お
い
て
、
自
熱
的
条
件
を
　

２

克
服
し
、
幾
多
の
人
為
的
災
害
に
も
よ
く
耐
え
、
営
々
辛
苦
今
日
に
至
っ
た
そ
の
道
程
と
そ
の
間
に
お
け
る
、
多
く

の
貴
重
な
遺
産
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
本
書
は
、
紫
波
町
の
今
後
の
町
勢
発
展
の
基
盤
と
し
て

重
要
な
意
義
を
も
っ
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
広
く
当
地
域
の
歴
史
に
関
心
を
よ
せ
ら
れ
て
い
る
方
・
々
の
、
好
個
の
資

料
と
な
る
こ
と
を
確
信
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
書
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
、
貴
重
な
資
料
文
献
等
を
提
供
し
御
協
力
頂
き
ま
し
た
方
々
に
対
し
、
衷
心
よ
り
謝
意

を
表
し
ま
す
。
又
長
年
月
に
亘
っ
て
撓
ゆ
ま
な
い
努
力
を
傾
け
編
纂
の
仕
事
に
あ
た
ら
れ
ま
し
た
委
員
各
位
の
御
労

苦
と
、
岩
手
大
学
名
誉
教
授
森
嘉
兵
衛
先
生
の
終
始
懇
篤
な
御
指
導
御
援
助
並
び
に
本
書
の
印
刷
を
担
当
さ
れ
ま
し

た
川
口
印
刷
工
業
株
式
会
社
の
御
協
力
に
対
し
茲
に
深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
四
十
七
年
二
月

紫
波
町
長
　

福
　

田
　

嘉

一

郎



序

紫
波
の
歴
史
は
、
岩
手
の
歴
史
の
中
心
史
で
あ
り
、
盛
岡
市
史
の
前
史
で
も
あ
る
。
紫
波
は
岩
手
の
歴
史
の
ピ
ー
ク
に
お
い
て
、
常

に
中
心
的
役
割
を
占
め
て
来
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
古
代
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
開
拓
を
進
め
る
た
め
の
最
後
の
拠
点
が

紫
波
地
方
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
が
か
っ
て
纖
夷
勢
力
の
中
心
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
延
暦
二
十
年
坂
上
田
村
麻
呂
が
こ
こ
に
志

和
城
を
築
き
、
徳
丹
城
を
築
き
、
志
賀
理
和
気
神
社
を
建
て
た
の
も
、
こ
こ
が
中
心
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
陸
奥
一
帯
が
開
拓
の
視
野

に
入
っ
て
来
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

安
倍
氏
に
代
っ
て
藤
原
氏
が
平
泉
都
市
を
建
設
す
る
と
、
そ
の
一
族
俊
衡
を
補
任
し
て
比
爪
氏
を
称
し
、
香
り
高
い
宗
教
都
市
を
建

設
し
た
の
も
、
こ
こ
が
藤
原
政
権
北
辺
を
支
配
す
る
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は
建
武
中
興
に
当
っ
て
、
陸
奥
国
が
親
王
任
国
と
な
り
、
武
家
支
配
か
ら
の
切
断
が
行
は
れ
る
と
、
そ
れ
に
反
対
し
た
足
利
尊

氏
が
中
先
代
の
反
乱
の
直
後
、
斯
波
家
長
を
「
奥
州
管
領
」
に
任
じ
て
、
斯
波
館
に
住
し
、
武
家
支
配
の
継
ぎ
目
に
し
た
の
も
、
こ
こ

が
如
何
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る

。こ
の
一
見
棄
石
的
な
一
石
が
強
靱
に
活
躍
し
、
北
奥
の
雄
南
部
氏
の

活
躍
を
封
じ
、
遂
に
南
朝
の
生
命
と
り
に
な
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
重
要
性
は
自
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
志
和
稲
荷
が
陸
奥

全
体
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
こ
と
に
も
反
映
し
て
い
る
。

戦
国
期
に
入
っ
て
、
陸
奥
国
の
支
配
は
紫
波
の
支
配
如
何
に
か
か
っ
七

い
た
。
端
的
に
言
え
ば
南
部
と
和
賀
・
稗
貫
と
の
勢
力
争
は

紫
波
の
支
配
如
何
に
か
か
っ
て
い
た
。
紫
波
に
し
て
人
を
得
れ
ば
両
者
を
牛
耳
る
に
充
分
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
紫
波
を
牛
耳
っ
た
の
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は
斯
波
氏
で
も
な
け
れ

ば
稗
貫
氏
・
和
賀
氏
で
も
な
く
、
南
部
氏
で
あ

っ
た

と
こ
ろ

に
、
陸
奥
支
配

の
拠
点

が
斯
波

の
北

辺
不
来
方

の

地

と
な

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
稗
貫
・
和
賀
氏

の
没
落
、
南
部

の
台
頭

の
歴

史
を
表
象

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
南
部

氏
の
発

展
ぱ
紫
波
一
帯

の
開
発
如

何
に
あ

っ
た
。
そ
れ

は
紫
波

は
そ

の
要

め
に
あ

っ
た
が
、
要

め
に
な
る
人

を
欠
い
て
い
た
た
め
の
転
開
で
あ

る
。南

部
氏

が
不
来
方
城
下

の
建
設

を
決
定

し
た
の
は
、
紫
波
郡
一
帯

の
水
田

化
、
当
時
の
最
高
の
開
発

が
可
能
だ

っ
た

か
ら
で
あ

る
。

近

世
期

を
通

じ
て
、

盛
岡

が
、
南
部
藩

の
水
田

と
畑

作
と
の
境
界
に
あ
っ
た
こ

と
を
思
え

ば
、
そ
の
意
義
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
。
モ

れ
故

に
近
江

財
閥

は
こ
こ
に
根
拠

を
お
き

、
幕

府
も
こ
こ
に
着
目
し
て
、
そ
の
一

部
を
八
戸
藩
に
属
せ
し

め
て
、
支
配
を
分
轄
し
、
八

戸
藩
独

立
に
一
役

か
わ
せ
る
政
策
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

今
紫
波

は
盛
岡
市
広
域

都
市
圈
の
近
代

化
の
必
須
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
盛
岡
市
そ
れ
自
体

の
開
発

は
す
で

に
行
詰

っ
て

い
る
。
そ

れ
は
紫
波

を
広
域

都
市

圈
と
し
て
開
発

す

る
こ

と
に
よ

っ
て
、
岩
手

の
セ
ン

タ
ー
た
ら
ん
と
し
て

い
る
。
岩

手
の
開
発

セ
ン

タ
ー
が
紫

波

を
中

心
と
し
て
南
下

し

な
い
で

、
一

た
ん
盛
岡
に
北
上
し
た
の
は

、
近
世
初
期

の
南
部
氏

の
南
下

に
拠

る
が
、
モ

の
南
下

の
指
向
性

は
、
今
盛
岡
市
の
広
域
都
市
政
策

に
現

わ
さ
れ
て

い
る
。
そ

れ
は
紫
波

の
歴
史
的
意

義
で
あ
る
と
共
に
、
現
代

の
地
理
的

論
理
で
あ

る
。

か
く
の
如
き
時

点
に
お
い
て
、
紫
波
町

の
歴
史
は
何
を
教
え
よ
う
と
し
て
い

る
だ
ろ
う

か
。

こ
こ
に
編
述

さ
れ
た
紫
波

の
歴
史
は
、

最

近
見

ら
れ
る
町
村

史
と
し
て
は
稀
に
見
る
精
選
さ
れ
た
る
史
書
で
あ
り
、
通
史
で
あ

る
。

資
料
を
よ
く
消
化

し
、

資
料
は
資
料
と
し

て
整
備
し
な
が
ら
、
日
本
の
歴
史
の
鏡
を
あ
て
、
紫

波
地
方
史
の
史
的
意
義
を
克
明
に
浮
彫
り
し

た
名
作
で
あ

る
と
い
っ
て
過
褒

で
は

な
く
、
そ

れ
は
紫

波
町

史
編
纂
委
員
会
、
こ

と
に
そ

の
直
接

の
筆

を
と
っ
た
佐
藤
正
雄
氏

の
苦

心
識
見

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

安
心
し

て
広
く
江
湖
に
す
い
せ

ん
し
得

る
も

の
で
あ
る
。

岩
手
大
学
名
誉
教
授
　

森
　
　
　
　

嘉

兵

衛

4



編

纂

の

こ

こ

ろ

み
ち
の
く
の
こ
こ
に
、
母
な
る
川
と
大
地
と
が
あ
る
。
そ
の
北
上
谷
の
沃
野
に
ひ
ら
け
た
ふ
る
さ
と
紫
波
町
－
１
こ
こ
に
も
、
ま
た

悠
久
な
る
歴
史
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、い
ま
、史
書
に
編
ま
れ
て
人
々
の
心
に
語
り
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の

紫
波
町
史
は
ど
の
よ
う
な
心
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
史
を
世
に
送
る
に
当
た
っ
て
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
お

く
こ
と
は
、直
接
筆
を
執
っ
た
わ
た
く
し
の
責
務
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
骨
子
と
す
る
と
こ
ろ
は
、お
よ
そ
次
の
三
点
で
あ
っ
た
。

第
一
は
、
郷
土
の
も
つ
歴
史
の
普
遍
性
と
特
殊
性
を
総
合
的
に
解
明
し
よ
う
と
意
図
し
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
郷
土
史
と

い
え
ど
も
、
そ
れ
は
日
本
史
の
わ
く
内
で
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
内
部
に
は
、
郷
土
の
体
覬
か
ら
生
じ
た
歴
史
的
個
性
と
合
わ
せ
て
日

本
史
的
一
般
性
を
も
抱
き
か
か
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
郷
土
史
と
は
、
普
遍
と
特
殊
の
二
面
的
な
属
性
を
も
つ
概
念
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
史
に
お
い
て
は
、
日
本
史
的
視
野
の
上
に
立
っ
て
そ
の
両
面
を
総
合
的
に
究
明
す
る
と
共
に
、
そ
の
対
比
に

お
い
て
郷
土
の
も
つ
歴
史
的
個
性
を
一
層
鮮
明
な
も
の
に
し
よ
う
と
は
か
っ
た
。

第
二
は
、
具
体
的
な
事
実
に
照
ら
し
な
が
ら
、
歴
史
の
流
れ
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
企
図
し
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
歴
史
は

抽
象
で
は
な
く
し
て
具
体
的
な
実
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
郷
土
の
歴
史
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
実
在
で
あ
る
歴

史
的
事
実
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
歴
史
の
流
れ
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
史
に

お
い
て
は
、
具
体
的
な
事
例
を
多
分
に
と
り
い
れ
る
と
共
に
、
数
量
化
を
適
当
と
す
る
も
の
は
で
き
る
だ
け
表
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
に

努
め
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
意
図
か
実
際
に
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
近
世
以
降
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
・

資
料
の
制
約
か
　
５



ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
紫
波
町

史

が
本
格
的
に
展
開

さ
れ

る
の
は
、
近
世

か
ら

と
い
う
こ

と
に
な
る
。

第
三

は
、
「

読
み
や
す
い
通
史
」
を

め
ざ
し
た
こ

と
で
あ

る
。
町
民

の
た
め
の
町
史

を
本
旨

と
し
た
か
ら
で

あ
る
。
そ

の
た
め
、
通

史
編

と
資
料
編
を
分

け
て
構
成
し
、
通
史
中

に
は
原
文

の
挿
入
や
引
用

を
極
力

さ
け
て
読
書
抵
抗

の
軽
減
を
は
か
る
と
共
に
、
文

章
表

現

も
で
き
る
だ
け
平
易

化
に
努

め
た
。
し

か
し
な

が
ら
、

こ
れ
は
、
幾
つ

か
の
矛
盾

に
あ

っ
て
意

の
ま
ま
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
根

本

史
料
を
欠
い
て
史
実

が
不
鮮
明
な
事
項
に
つ

い
て

は
、
必
要

に
応
じ
て
学
術
的

な
考
察

を
加
え

ざ
る
を
得

な
か
っ
た
し
、

ま
た
、
具
体

性
を
重
視
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
人

名
や
地
名
や
数
字

の
羅
列
な

い
し
は
図
表

の
過
多

を
も

た
ら
す
と
い
う
反
面
も
あ

っ
て
、
逆
行
的

に

抵

抗
を
生
む
結
果
と
な
っ
た
。
第

二
巻
に
お

い
て

は
、
特

に
こ
の
点
の
調
和

に
留
意

し
た
い
と
思

う
。

本

史
の
編
纂
に
着
手
し
て
か
ら
、
既

に
し
て
十
年

の
歳
月

が
経
過
し
て
し

ま
っ
た
。
思
え

ば
長

い
道
程
で
は
あ
っ
た
が
、
完

結
ま
で

に
は
な
お
数
年

を
要

す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思

う
と
、
い
ま
さ
ら
の
よ

う
に
筆
者

の
力

の
至

ら
ざ
る
を
恥

じ
る
の
み
で
あ
る
。
し

か
し

、

そ

れ
で
あ

っ
て
も
、

よ
う
や
く
第
一

巻
の
発

刊
を
み
る

に
至

っ
た
こ

と
は
、
郷
土

の
子

と
し
て
、
学

究
的

な
喜

び
は
こ
れ
に
過

ぎ
る
も

の
が
な
い
。

こ
れ
も

ひ
と
え

に
、

編
纂
委
員

を
初

め
と
す
る
関
係
者
諸
兄
並

び
に
資
料
提
供
者

各
位

の
ご
協
力

の
賜
物

で
あ
る
こ
と
を

銘
記

し
か
い
。

ま
た
、
終

始
ご
懇
篤

な
る
ご
指
導

と
ご
助
言

を
賜

わ
っ
た
恩
師
森
嘉
兵
衛
博

士
の
学
恩

と
、
筆

者
と
密
着

し
な
が
ら
裏

方
的

な
役

割
り

を
果

た
さ
れ
た
先
輩
石

杜
勇
次
郎
氏
の
ご
努
力
を
多

と
し
て
特
筆
し

た
い
。

こ
こ
に
、
改

め
て
、

衷
心
か
ら
謝
意

を
表

す
る
次
第

で
あ
る
。

こ
の
事
業

の
過

程
に
お
い
て
、
昭
和
四

十
二
年
八
月

十
九
日
に
は
、
資
料
収
集

の
途
次
不
測

の
交
通
事
故

に
あ

い
、
右

脚
骨
折
で
全

治
五

ヵ
月

の
重

傷
を
負

う
た
が
、

い
ま
で
は
こ
れ
も
記

念
的
な
思

い
出

と
な

っ
た
。

昭

和
四

十
七

年

一

月

二

十

日

紫
波
町
史
編
纂
委
員
（
執
筆
担
当
）
　

佐
　

藤
　

正
　

雄

６



凡

例

一
、
本
史
の
時
代
区
分

は
、
大
別
し
て
先
史
時
代
・

古
代

・
中

世
・
近

世
・
近
代

・
現

代

の
六
と
し
、

さ
ら
に
先
史
時
代

を
文
化

の
変

遷

に
よ
っ
て
縄
文
時
代

・
弥
生
時
代

・
古
墳
時
代

に
三
分

し
た

が
、
古
代

と
中
世

に
つ

い
て

は
、

郷
土
独

自
の
時
代
設
定

を
行

な
っ

て
そ

れ
ぞ
れ
を
幾

つ
か
の
時
代

に
区
分

し
た
。
す
な
わ

ち
、
郷
土
の
開
拓
期

や
支
配

権
力

の
所

在
を
主
題

と
し
て
、
古
代

は
開
拓
時

代

・
安
部
氏
時
代

・
清
原
氏
時
代

・
樋
爪
氏
時
代

の
四

つ
に
区
分

し
、
中

世
は
河
村
・
斯
波
氏
時
代

と
斯
波
氏
時
代

に
二
分
し
た
。

ま

た
、
近
世
は
別

に
南
部
藩

政
時
代

と
も
称

し
た
。

一
、
叙
述
の
構
成

に
つ

い
て

は
、

ま
ず
時
代

の
冒
頭

に
お
い
て
そ
の
時
代

の
あ
ら
筋

と
特
色
を
概
観
し
、
そ
れ
を
主
軸

と
し

な
が
ら
、

以
下

項
目

を
追

う
て

各
論
的

に
展

開
し
て
い
く
方
式
を
と
っ
た
。

一
、

特
殊
な
用
語
や
当
用

漢
字
以
外

の
漢
字
に
は
、
つ
と
め
て
ふ
り

が
な
を
付
し
た

が
、
二
度
目
以

降

に
お
い
て

は
こ
れ

を
省
略

し
た

も
の
も
少

な
く
な
い
。
ま
た
、
活
用
語

を
含
む
複
合
詞
で
あ
っ
て
も

、
慣
用

が
固
定
し
て
い
る

と
認
め
ら
れ

る
語
に
つ

い
て

は
、「

覚

書
き
」
　「

覚
書
」
の
よ
う
に
送
り
が
な
の
一
部
ま
た
は
全
部

を
省
略

し
た
。

た
だ
し
、
す

べ
て

が
表
記

の
基
準

に
従
っ
た
わ
け
で
は

な
く
、
筆
者
の
主
観
に
よ
る
も
の
も
少

な
く
な
い
。

1
、
年
代
表
示
は
日
本
年
号
に
よ
っ
た
が
、
そ
の
下
に
（
　
）
を
付
し
て
西
紀
を
併
記
す
る
こ
と
に
っ
と
め
た
。
ま
た
、
書
名
は
『

』
で
く

く
り
、
引
用
文

は
「
　

」

で
く
く
っ
て
表
示

し
た
。

一
、
度

量
衡
の
単
位
は
、
そ

の
時
代

の
慣
行

を
本
位
と
し
、
尺
貫
法
に
つ
い
て
は
一
部
を

メ
ー
ト
ル
法

に
換
算
し
て
併
記
し

た
。

一

、
本
史
の
執
筆
と
編
集
は
編
纂
委
員
の
佐
藤
正
雄

が
担
当
し
た
。
ま
た
、
校
正
に
は
佐
藤
正
雄

と
石
杜
雄
次
郎

が
当

た
り
、
写
真
撮

影

に
は
主
と
し
て
吉
田
定
吉

が
当
た

っ
た
。

７
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氏
と
の
和
解
…

…

…
…

…

…

…

…
……
一一
〇
八

第
二
節
　
斯
波
氏
の
没
落

…

…

…
…

…

…

…

…
一一
一
〇

第
三
節

社
会
の
概
要

…

…

…
…

…

…

…

…
…
一一
一
四



一
、
村

落

構

造
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
一
四

二
、
支

配

構

造
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
一
七

三
、
斯
波
家
臣
団
の
構
造
…

…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
一
九

四
、
城
下
町
の
成
立
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
一
一一
一
四

第
四

節

経
済

の
概
要

…

…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
一
一
Ｉ（

Ｉ
、
水
田
開
発
の
進
展
…

…

…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
一
一
Ｉ（

二
、
定
期
市
の
発
達
・
…
・
…

…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
一
一
九

第

五
節
　
文
化

の
概
要

…

…

…

…

…

…

…

…
…
一
一一一一
〇

て

新
寺
院
の
創
立

１
、
青
竜
山
広
沢
寺
　
２
、
愛
宕
山
行
岩
寺

３
、
稲
荷
山
源
勝
寺
　
４
、
法
広
山
正
音
寺

５
、
長
享
山
真
乗
寺
　
６
、
近
城
山
長
徳
寺

７
、
円
明
山
常
光
寺
　
８
、
養
竜
山
高
金
寺

９
、
鴬
声
山
隠
里
寺
　
1
0、
蓮
台
山
極
楽
寺

Ｈ
、
光
明
山
来
迎
寺
　
1
2、
満
室
山
瑞
泉
寺

1
3、
長
亀
山
願
円
寺
　
抖
、
石
森
山
本
誓
寺

1
5、
石
森
山
弘
願
院
　
1
6、
久
保
山
長
岩
寺

1
7、
米
野
山
広
福
寺
　
1
8、
阿
吽
山
覚
王
寺

1
9、
吉
水
山
清
浄
院

二
、
修
験
道
院
坊
の
創
立

三
、
念
仏
剣
舞
の
伝
播
…

…

…

…

…

…

一
一
一一
一
九

二
四

三

四
、
神
社
信
仰
の
高
揚
…

…

…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
四
三

１
、
鎮
守
社
の
建
立
　
２
、
斯
波
氏
の
稲
荷
信
仰

第
四
編
　
近

世

第
一
章
　
時
代

の
概
観

…
…
…
…
…
…
…
…
一一
四
七

第
一
節
　

前

期

二
四
九

一
、
斯
波
郡
の
仕
置
き
…

…

…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
四
九

Ｉ
、
旧
斯
波
家
臣
の
処
置

２
、
郡
山
城
代
の
設
置
と
中
野
氏

ｊ
、
郡
名
表
示
の
改
定

二
、
志
和
郡
の
南
部
領
編
入
…

…

…

…

…

…

…

…
一
一
五
四

三
、
九
戸

の
乱

に
志
和
武
士
の
従
軍

二
五
七

四
、
諸
城
の
破
却

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
…

一
一
五
七

五
、
占
領
地
の
残
党
一
揆

…

…

…

…

…

…

…

…
…

一
一
乙（

Ｉ

六
、
南
部
氏

の
郡
山
城
居
住

…

…

…

…

…

…

…

…

一
一
エ（

Ｉ一

七
、
交
通
路
の
整
備

と
郡
山
町
の
発
達

…

…

…

…

…
…

一
一
乙（

Ｉ一一

八
、
東
部
金
山

の
隆
盛

…

…

…

…

…

…

…

…

…
…

一
一
乙（

四

九
、
宗
教
基
盤
の
成
立

…

…

…

…

…

…

…

…

…
…

一
一
乙（

五

十
、
八
戸

藩
志
和
通
の
成
立

…

…

…

…

…

…

…

…

一
一
Ｉ（

七

十
一
、
郡
山

城
の
廃
止

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

一
一
七
〇
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第
二
節

中

期

一
、
新
田
開
発
と
溜
池
の
建
設
…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
七
二

二
、
領
外
商
人
の
来
住
と
商
業
の
発
達
…

…

…

…

…
…
一
一
七
四

三
、
大
飢
饉
の
発
生
と
人
口
の
停
滞
…

…

…

…

…

…
一
一
七
五

四
、
農
村
内
部
の
階
層
変
化
…

…

…

…

…

…

…

…
一
一
七
六

五
、
新
し
い
民
間
信
仰
の
勃
興
…

…

…

…

…

…

…
…

一
一
七
七

第
三
節

後

期

…

…

…

…
…

二
七
九

て

百
姓
一
揆
の
激
化
…

…

…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
七
九

二
、
季
節
的
出
稼
ぎ
の
本
格
化
…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
八
〇

三
、
庶
民
教
育
の
発
達
…

…

…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
八
一

四
、
盛
岡
藩
の
終
末
と
代
官
所
の
閉
鎖
…

…

…

…

…
…
一
一
八
二

第
二
章

支

配

構

造

二
八
五

第
一

節

行

政

組

織

…

…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
八
乙（

第
一
　
行

政

区

画
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
一
一
八
六

て

代
官
区
の
成
立
と
変
遷
…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
八
六

二
、
行
政
村
の
成
立
と
変
遷
…

…

…

…

…

…

…
…
一
一
九
〇

三
、
村
の
支
配
別
構
造
と
そ
の
変
遷

…

…

…

…

…
…
一
一
九
五

第
二
　
行
政
担
当
者
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
一一一
一
一
一

一
、
城
　
　

代
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
一一一
一
一
一

１
、
歴
代
の
城
代

２
、
城
代
の
職
掌

二
、
代
官
所
役
人
…

…
…

…

…

…

…
…

…

…
一一一一一
〇

甬
、
役
所
の
所
在

�
、
代
官
所
の
職
員
組
織

�
、
役
人
の
実
態
（
Ｉ
、
代
官
　
２
、
下
役

３
、
物
書
　
４
、
帳
付
　
５
、
同
心
　
６
、

目
明
　
７
、
定
番
）

三
、
各
種
地
方
役
人
…

…
…

…

…

…

…
…

……
一一一
四
〇

１
、
郡
山
御
町
奉
行
　
２
、
御
蔵
奉
行

３
、
御
山
奉
行
　
　
　
４
、
金
山
奉
行

５
、
御
境
奉
行
　
　
　
６
、
植
立
奉
行

７
、
俵
仕
奉
行
・
積
立
奉
行

８
、
御
鳥
見

四
、
郷
村
役
人
…

…

…

…
…

…

…

…

…

…
一一一
四
八

田
、
村
役
人
（
―
、
肝
煎
　
２
、
老
名

３
、
組
頭
　
４
、
古
人
　
５
、
小
走
）

�

、
町
役
人
（
１
、
検
断
　
２
、
宿
老
）

�
、
知
行
所
役
人

�
、
そ
の
他
の
諸
役
（
Ｉ
、
馬
肝
入

２
、
船
肝
入
　
３
、
堰
守
　
４
、
御
用

屋
敷
守
　
５
、
厩
守
　
６
、
蔵
宿
）
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第
二

節

租

税

制

度

…

…

…

…

…

…

…

…
…
一一一
七
七

第
一
　
土
地
調
査
（
検
地
）
…

…

…

…

…

…

…

…
一一一
七
七

第
二
　
年
貢
の
徴
収
方
法

…

…

…

…

…

…

…

…
…
一一一
八
七

第
三
　
租

税

構

造
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
一一一
九
五

て

藩
　
　
　
税
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
一一一
九
七

１
、
年
貢
　
２
、
三
役
料
米
　
３
、
買
上
米

４
、
御
役
立
品
　
５
、
御
定
役
金
銭

６
、
夫
伝
馬
役
　
７
、
営
業
税
（
イ
金
山

運
上
金
　
口
造
酒
屋
御
礼
金
銭
　
（

質
屋

御
礼
金
銭
）
８
、
臨
時
税
　
９
、
貸
上
金

二
、
代
官
区
税
（
郷
税
）
…

…

…

…

…

…

…

…

四
三
六

１
、
諸
番
米
　
２
、
御
役
屋
郷
役
銭

三
、
村
　
　
　
税
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

四
四
〇

１
、
給
米
と
宿
米
　
２
、
御
村
郷
役
銭

堕

二
章

社

会

構

造

…

…

…

…

…

…

…

…

四
五
一

第
一
節

村

の

構

造

…

…

…

…

…

…

…

…
…

四
六
七

第
一
　
村
の
規
模
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
五
一

第
二
　
集

落

構

造
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

四
五
一

第
三

集

団

構

造
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

四
五
六

一
、
五
　

人
　

組

…

…
…

四
六
七

二
、
小
　
高
　
組
（
百
石
組
）
…

…

…

…

…

…
…

四
六
八

三
、
寺

四

、
職
　

人

五
、
用
　

水

六
、
普
　

請

七
、
無
　

尽

八
、
信
　

仰

九
、

そ
　

の

組組組組講講他

四
七
〇

…

…

…

四
七
一

い

癬

１

ゆ

壽

ゆ

・

寸

四
七
一

四

七
四

四

七
五

四
七
六

四

七
六

第
四

階

層

構

成
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

四
七
七

第
五
　
生

活

規

制
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

四
八
五

一
、
外
部
規
制
（
領
主
法
）
…

…

…

…

…

…

…
…

四
八
五

１
、
幕
府
の
規
制
　
２
、
藩
の
規
制

３
、
知
行
主
規
制

二
、
内
部
規
制
（
村
法
）
…

…

…

…

…

…

…

…

四
八
九

第
二

節
　
郡
山
三
町

の
構
造

…

…

…

…

…

…

…
…

四
九
三

第
三

節

戸

口

構

造

…

…

…

…

…

…

…

…
…

五
〇
一

第
四
章

産

業

構

造

…

五
一
八

第
一
節
　
農
業

生
産

…

…
…

…

…

…

…
…
…
五
一
八

第
一
　
耕
地
の
状
況
…

…

…

…
…

…

…

…

…
…
五
一
八
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～ い 　 ～ 之 あ

て

耕
地
の
構
造
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

五
一
八

一
、
耕
地
の
開
発
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

五
一
一
九

二
、
耕
地
の
移
動
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

五
一一一
八

四
、
耕
地
の
貸
借
…

…

…

…

…
…

…

…

…

…
五
五
〇

第
二
　
労
働
力
の
状
況
…

…
…

…

…

…

…

…
……
五
五
五

て

家
族
労
働
力
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

五
五
五

二
、
雇
用
労
働
力
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

五
五
八

三
、
交
換
労
働
力
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

五
乙（
八

第
三
、
農
業
用
水
の
状
況
…

…

…

…

…

…

…

…
…

五
丿（

九

一
、
農
業
用
水
の
形
態
と
分
布
…

…
…

五
七
〇

二
、
農
業
川
水
の
開
発
…

…

…

…

…

…

…

…
…

五
七
六

１
、
滝
名
川
の
新
堰
禁
止

２
、
東
部
地
区
の
用
水
開
発

３
、
西
部
地
区
の
溜
池
建
設

三
、
用
水
源
の
涵
養
…

…

…

…

…

…

…

…

…
…

五
八
四

四
、
水

利

慣

行
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

五
八
六

Ａ
、
滝
名
川
水
系
の
水
利
慣
行
…

…

…

…

…

…

五
八
六

甬
、
基
本
原
則
の
成
文
化

�

、
水
利
慣
行
の
固
定
化

（
Ｉ
、
分
水
の
慣
行
　
２
、
番
水
の

慣
行
　
３
、
特
権
的
水
利
慣
行
）

�

、
維
持
及
び
管
理
の
方
法

（
１
、
本
流
の
維
持
管
理
　
２
、
堰

の
維
持
管
理
）

�

、
用
水
不
足
へ
の
対
応

Ｂ
、
そ
の
他
水
系
の
水
利
慣
行
…

…

…

…

…

…

エ（
○
五

第
四
　
農
馬
と
草
刈
場
の
状
況
…

…

…

…

…

…

…
…
エ（

Ｉ
一

べ

農
馬
の
所
有
状
況
…

…

…

…

…

…

…

…
…

Ｊ（

Ｉ
一

二
、
草

刈

場
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

乙（

Ｉ
七

第
五
　
農
具
の
状
況
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Ｊ（

Ｉ一
四

１
、
地
造
り
用
具
　
２
、
育
成
用
長
具

３
、
収
穫
用
農
具
　
４
、
脱
穀
用
長
具

５
、
調
製
用
農
具
　
６
、
運
搬
用
農
具

第
六
　
生
産
の
状
況

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Ｉ（
Ｉ一一
〇

一
、
稲
　
　

作

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Ｉ（
Ｉ一一
〇

１
、
品
種
　
２
、
肥
料
　
３
、
栽
培
管
理

と
慣
習
　
４
、
脱
穀
・
調
製

二
、
畑
　
　
　

作

三
、
果
　
　
　

樹

四
、
イ
　

ダ
　
サ
：

…

六
三

六

…

…

…

…

…

Ｊ（

Ｉ一一
七

ｊ４

六
三
七

第
七
　
経
営
の
状
況
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Ｊ（
Ｉ一一
八



二
、
必

要

経

費
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Ｉ（
四
二

三
、
穀

物

相

場
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Ｉ（
四
四

第
二
節

馬

匹

生

産

…

…

…

…

…

…

…

…
…

Ｊ（
�

九

第
一
　
馬

事

制

度
…

…

…

…

…
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